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別紙１ 改定対象となる約款一覧 
 

以下の約款について、規定の改定または取扱の変更を行います。具体的な約款の規定例は「別紙２ 約款規定例 新旧対比表」でご確認ください。 
※ご加入いただいている契約の約款（保険種類）名は保険証券やお手元の約款をご確認ください。 

１．医療保険の取扱見直しによる給付対象の拡大 
（１）放射線治療における照射線量（50 グレイ以上）の要件廃止 

区分 保険種類・特約 約款規定例 

主契約 
・医療保険 
・新医療保険 

・５年ごと利差配当付新医療保険 
・無配当医療保険（無解約払戻金型） 

1-(1)-① 

・無配当総合医療保険（保険料払込中無解約払戻金型）  1-(1)-② 

総合医療特約 ・無配当総合医療特約 ・無配当総合医療特約（無解約払戻金型） 1-(1)-② 

入院特約 

・入院特約 
・入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・入院特約（無配当保険用） 
・無配当入院特約（無解約払戻金型） 

・無配当新入院特約 
・無配当新入院特約（無解約払戻金型） 
・家族入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・家族入院特約（無配当保険用） 

1-(1)-③ 

がん入院特約 
・がん入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・がん入院特約（無配当保険用） 
・無配当がん入院特約（無解約払戻金型） 

・無配当新がん入院特約 
・無配当新がん入院特約（無解約払戻金型） 
・無配当がん入院特約（無解約払戻金型・医療保険用） 

1-(1)-④ 

（２）異常分娩のための入院における入院開始日の取扱変更 
区分 保険種類・特約 約款規定例 

主契約 
・医療保険 
・新医療保険 
・５年ごと利差配当付新医療保険 

・無配当医療保険（無解約払戻金型） 
・無配当総合医療保険（保険料払込中無解約払戻金型） 1-(2)-① 

総合医療特約 ・無配当総合医療特約 ・無配当総合医療特約（無解約払戻金型） 1-(2)-① 

入院特約 

・入院特約 
・⾧期疾病入院特約 
・新⾧期入院特約 
・短期入院特約 
・入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・⾧期疾病入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・新⾧期入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・短期入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・入院特約（無配当保険用） 
・⾧期疾病入院特約（無配当保険用） 
・新⾧期入院特約（無配当保険用） 
・短期入院特約（無配当保険用） 

・無配当新入院特約 
・無配当短期入院特約 
・無配当新入院特約（無解約払戻金型） 
・無配当短期入院特約（無解約払戻金型） 
・無配当入院特約（無解約払戻金型） 
・無配当⾧期疾病入院特約（無解約払戻金型） 
・無配当新⾧期入院特約（無解約払戻金型） 
・⾧期疾病入院特約（医療保険用） 
・家族入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・家族⾧期疾病入院特約（５年ごと利差配当付保険用） 
・家族入院特約（無配当保険用） 
・家族⾧期疾病入院特約（無配当保険用） 

1-(2)-② 



2 

２．つながる手続（保険金・給付金請求）の利用対象拡大 
区分 保険種類・特約 対象となる保険金・給付金等 約款規定例 

重大疾病保障 

・重大疾病保障定期保険 重大疾病保険金 

2-① 

・重大疾病保障終身保険 重大疾病保険金 

・５年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 重大疾病保険金 

・５年ごと利差配当付重大疾病保障終身保険 重大疾病保険金 

・無配当重大疾病保障保険 重大疾病保険金 

・無配当重大疾病保障保険（解約払戻金抑制割合指定型） 重大疾病保険金 

・がん医療保険 入院給付金、在宅療養給付金 

・５年ごと利差配当付重大疾病保障定期特約 特約重大疾病保険金 

・無配当重大疾病保障定期特約 特約重大疾病保険金 

・無配当重大疾病治療給付特約（上皮内・皮膚癌保障付） 重大疾病治療給付金 

・無配当重大疾病保障保険（無解約払戻金型） 重大疾病保険金 

2-② 

・無配当重大疾病保障保険（がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型） 重大疾病保険金 

・無配当重大疾病保障保険（重度がん保障・無解約払戻金型） 重大疾病保険金 

・無配当重大疾病治療給付特約（上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型） 重大疾病治療給付金 

・無配当重大疾病治療給付特約（軽度状態保障・複数回保障付無解約払戻金型） 重大疾病治療給付金 

身体障がい保障 

・無配当就業障害保障保険（身体障害者手帳連動型） 就業障害保険金 
2-① 

・無配当就業障害保障保険（身体障害者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型） 就業障害保険金 

・無配当就業障害保障保険（身体障害者手帳連動・無解約払戻金型） 就業障害保険金 2-② 

年金 ・年金支払特約 年金 2-② 
 
 
 

以上 


